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子育て世帯の方必見！子育て世帯の方必見！　
子ども家庭支援センターはこんなところ！子ども家庭支援センターはこんなところ！

　子ども家庭支援センターは、18歳未満のお子さんと、その家庭に関する総合相談窓口です。保護者の方やお子さん自身からの相談を電話
や窓口、自宅に訪問し対応しています。また、子育てサービスのご案内や、相談によっては他の機関への橋渡しも行っています。
　今回、子ども家庭支援センターが行っている事業を紹介します。この他にもさまざまな事業を行っています。お気軽に下記までご相談くだ
さい。相談の秘密は必ず守ります。 問子ども家庭支援センター☎042-495-7701(月曜から土曜[祝日・年末年始を除く]午前9時～午後5時)

＜保護者の方＞
・育児や家事が大変で子どもに当たってしまう
・子どもとの接し方に悩んでいる
・子どもの成長が気になる　
＜お子さん自身＞
・親との関わり方に悩みを抱えてモヤモヤして 
　いる
・学校での心配事を誰にも話せず悩んでいる

こんな時にご相談くださいこんな時にご相談ください
＜子育て在宅サービス＞
・多胎児家庭サポーター事業
・ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
・子どもショートステイ事業
＜ママとパパ向け講座＞
・いきいき子育て支援事業
・清瀬子育てネットワーク支援事業”k-net”
＜子育てを応援する電子ポイント＞
・きよせ・チルドレンファーストチケット事業

　子どもたちの健全な成長のため
には、家庭や行政だけでなく、地
域の皆さんの協力も必要です。地
域での温かな見守りをぜひお願い
します。
　万が一、気になる様子などあり
ましたら子ども家庭支援センター
までご相談ください。

地域の皆さんへ地域の皆さんへ

　育児の援助を受けたい
依頼会員と、子育ての援
助を行う提供会員からな
る相互の援助活動です。
　保育園や幼稚園・学校
・学童クラブなどへの送
迎や、急なお仕事の間に
保育をお願いしたいとい
った際にご利用ください。
　提供会員は研修を受け、開始時には保護者・お子さ
ん、支援者とアドバイザーで事前打ち合わせを行うの
で安心してご利用いただけます。
【提供会員の声】
　退職後に何かお役に立てれば嬉しいと思い、始めま
した。短い時間ですが、お子さんと楽しくたくさんお
喋りをして過ごしています。
【依頼会員の声】
　保育園終了後のお迎えをお
願いしています。妊娠初期の
つわりの時に依頼して、安定
期の体調が優れない時には、
今も助けていただいています。
　子どももすっかり懐いてく
れて、提供会員さんと楽しく
帰ってきます。
 対生後おおむね2か月から18
歳までのお子さん
 費700円～(詳細はお問合せください)
 問ファミリー・サポートきよせ（NPO法人子育てネッ
トワーク・ピッコロ内）☎042-492-1139

ファミリー・サポートきよせファミリー・サポートきよせ

　同月齢ママとの出会いの場です。同月に第
1子を出産した母親同士のグループで育児の
悩みを相談し、情報交換を行う保育付きの全
4回の講座です。初めての子育てで不安、マ
マ友を作りたい、誰かに相談したいという思
いを抱えたママに向けた交流の場です。
【利用者の声】
　赤ちゃんの反応が心配だったが落ち着いていたし、参加してよかった。
/同じ月齢の赤ちゃんと会えて、お話が出来てよかった。次週も楽しみ。

/ママ同士でもお話が出来てよかった。久しぶ
りに家族以外の方と沢山お話が出来てよかっ
た。
 対生後2か月の第1子の親子 日毎週火曜日、4
回連続講座 場きよせボランティア・市民活動
センター 費1回500円
 問NPO法人ウイズアイ☎042-452-9765

新 米 マ マ と 赤 ち ゃ ん の 会新 米 マ マ と 赤 ち ゃ ん の 会

　未就学児とそのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃ
んが一緒に遊べるつどいの広場を市内6か所で開放してい
ます。また、7月～9月の暑い時期は、17時まで開放して
います。アドバイザーが常駐していますので、子どもを
見ながら子育ての相談も可能です。

つ ど い の 広 場つ ど い の 広 場

　
　子育ての孤独感・孤立感を解消する訪問型支援。未就学児のいる家庭に、子育て経験のある養成
講座を修了したボランティア(ホームビジター)が訪問し、保護者と一

緒に子育ての支援をします。身近に気軽に相談できる人がいなくて不安な方、ゆっくり話を聞いてもらいたい方
などにおすすめです。利用回数は、週1回2時間、4回が終了目安です。(本紙7面に直近の日程を掲載)
【利用者の声】子どもと一緒に遊んでくれて、子どもも私もとてもリフレッシュできました。/ビジターさんが来る
のをとても楽しみにしています。顔を見るとニコニコ笑顔になります。一緒にいてくれると、親子共々楽しいです。
 対6歳以下の未就学児のお子さんがいるご家庭 費無料（無償ボランティアによる活動）
 問電話でNPO法人子育てネットワーク・ピッコロ☎042-444-4533

ホームビジター派遣事業ホームビジター派遣事業

その他の主な子育て支援サービス事業その他の主な子育て支援サービス事業

詳しくはこちら
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本紙7面に直近
の日程を掲載
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夏休みに入る前に、防犯防犯対策と交通ルール
について家族で話し合おう！
防 犯防 犯 対 策

　お子さんたちが楽しみにしている夏休みがいよいよ始まります。夏休み中は、外出する機
会が増えるため、犯罪に巻き込まれる危険性も高まります。家庭内でお子さんと話し合い、
約束事を決めておきましょう。 問防災防犯課防災防犯係☎042-497-1848

■子どもたちへ「守ろう！3つの約束」

◆�危
あぶ
なくなったら大

おおごえ
声で叫

さけ
ぶ

　こわいと思
おも
ったらすぐ逃

に
げる

　危ないな、こわいなと感じたら、「たすけて！」
と大きな声で叫んだり、防犯ブザーを鳴らして周
りの人に知らせましょう。周りに人がいないとき
はすぐに逃げましょう。

◆�どこで誰
だれ
と遊
あそ
び、何

なんじ
時に帰

かえ
るか伝

つた
える

　変
へん
な車
くるま
や人
ひと
をみたら注

ちゅうい
意する

　どこで誰と遊び、何時に帰るかお父さん・お母
さんに伝えてから出かけましょう。外にいるとき
は、まわりを見渡してゆっくり走っている車や、
いつまでも後をつけてくる人がいないか注意をしましょう。

◆�1
ひとり

人では遊
あそ
ばない

　お父さん・お母さんなどおとなが見ている場
所か、学校のお友達などと何人かで遊ぶように
しましょう。公衆トイレなどでひとりになると
きは防犯ブザーを持ち危険にそなえましょう。

■お子さんを犯罪や事故から守るために
◆保護者の方はお子さんの行動を常に見守ってください
　お子さんが巻き込まれる犯罪は、野外での1人遊び、人目のつき
にくい駐車場、木や建物などで見通しが悪い公園などで多発するの
が特徴です。家庭の周辺で危険な所がないか、常にお子さんと一緒
に考えて、犯罪や事故を未然に防いでください。

■「ながらスマホ」は絶対にダメ！

◆自転車は道路交通法違反に！
　スマートフォンなどを使用・操作しながらの自
転車運転は違反（道路交通法第71条）です！　自
転車の「ながらスマホ」は、周囲の状況が把握で
きず、交通事故に直結する大変危険な行為です。

■知っていますか？　自転車安全利用五則

➊自転車は、車道が原則、歩道は例外、歩行者を
　優先
➋交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
➌夜間はライトを点灯
➍飲酒運転は禁止
➎ヘルメットを着用
※自転車乗車中のヘルメット着用は努力義務で
す。

交通ルール
　自転車を使用する機会が増える夏休みの前に、交通ルールを見直しましょう。安全な自転
車の乗り方などのルールの他、歩行する際の注意点も話し合い、自転車に乗る人も歩く人も、
気持ちよく通行できるよう心掛けましょう。 問道路交通課道路交通係☎042-497-2090

自転車乗車用ヘルメット購入助成事業
～自転車安全講習会を開催～

　自転車の安全利用を促進するため、市
と東村山警察署と清瀬市交通安全協会が
共同で「自転車安全講習会」を実施しま
す。講習会を受講された方には、市内協
力店で、自転車乗車用ヘルメットを割引
で購入することができる「自転車乗車用
ヘルメット購入助成券」を支給します。
※令和5年度に助成券の支給を受けた方
を除く。
◆助成券
　助成券は1人1枚（有効期限は令和7年
1月末まで）、先着1,000枚。
【補助率】購入額（税込）の1/2（助成上限
2,000円）

◆講習会
対市内在住の方（保護者の方が受講する
と、3歳までのお子さんも助成対象にな
ります）。先着各回100人 日 場下表参照。
各回約1時間 申 7月28日までに申込みフ
ォームまたは直接道路交
通課窓口へ
※手話通訳・保育（3歳
まで）あり。要予約。
※助成対象のヘルメット
の規格や協力店など詳し
くは市ホームページを確
認してください。

開催日時 時間 場所
8月18日㈰ ①午前11時～正午②午後1時～2時

ひだまりの里きよせ8月22日㈭ 午前10時～11時
8月25日㈰ ①午前11時～正午②午後1時～2時

コミュニティプラザひまわり8月29日㈭ 午前10時～11時
9月8日㈰ ①午前11時～正午②午後1時～2時
9月12日㈭ 午前10時～11時
10月6日㈰ ①午前11時～正午②午後1時～2時 ひだまりの里きよせ
10月10日㈭ 午前10時～11時 コミュニティプラザひまわり
10月20日㈰ ①午前11時～正午②午後1時～2時 ひだまりの里きよせ
10月24日㈭ 午前10時～11時 コミュニティプラザひまわり

詳しくはこちら
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◆「メール一斉配信サービス」をご利用ください
　市内における防犯・防災情報やイベントに関する情報を、あらかじめメールアドレスを登録した方に配信するサービスです。
ぜひご利用ください。登録方法は市ホームページを確認してください（右記QRコード参照）。
 問DX推進課DX推進係☎042-497-1845 詳しくはこちら


